
一一轟

犬
屯
周
年
六
月
二
十
一
回
積
三
崎
誠
優
骨
認
可
『
毎
月
-
回
-
回
現
行
}

辛子電聖日一- l'司一~→~ &11'" :tl..芳rlf陪

最

き

縄

挫副

資
本
利
子
税
に
就
き
て

:
j
i
-
-
-
:
:
;
:
:
法
皐
博
士
神
戸
正
雄

経
済
理
論
に
於
け
る
勢
力
の
地
位
-
・
:
:
・
支
墜
博
士
高
田
保
馬

時

論

中
小
商
工
業
の
更
生
と
組
合
運
動
・
:
:
:
・
経
済
皐
博
士
谷
口
吉
彦

曲川九 叢

細
川

濁
逸
の
本
位
制
度
・

:
:
-
j
i
-
-
:
経

湾

皐

土

島

本

融

カ

ル

テ

ル

活

動

の

分

析

;

経

済

皐

土

田

杉

競

ヴ
ィ
ク
ゼ
ル
の
自
然
利
子
論

j
i
-
-
:
:
・
:
経
営
ヂ
エ
一
青
山
秀
夫

噂唱M

?~ 

大
阪
の
刷
子
工
業
民
一
例
都
の
委
達
:
:
・
:
:
:
:
経
済
皐
土
堀
江
保
蔵

配
賦
税
制
度
肌
械
配
分
標
準
に
就
て
・
j
i
-
-
-
経
済
肇
土
佐
伯
玄
洞

商
業
刊
柵
マ
ル
ク
ス
設
の
一
批
判
者
・
・
・
:
:
経
済
事
土
松
井
清

新
着
外
国
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経
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叢
第

三

十

九

巻

第

五

競

(
埴
場
慣
罰
百
轟
骨
轟
輔
)

昭
和
九
年
十
一
月
殺
行

議i

叢，

資

本

利

子

繍

就
町品、
J

b

、.叫、

神

戸

正

雄

緒

言

今
日
、
我
聞
に
て
は
、

一
方
に
中
小
農
商
工
業
者
の
如
〈
租
積
の
重
荷
に
苦
し
か
が
あ
る
其
の
他
方
に
、
軍
需

並
に
輸
出
景
気
に
恵
ま
れ
た
る
商
工
業
者
群
が
め
っ
て
盆
φ
共
所
得
を
増
大
し
つ
つ
め
り
、
而
か
も
積
法
は
之
じ

遺
随
し
得
宇
し
て
、
唯
A
T

彼
等
に
絵
力
を
養
ひ
つ
つ
あ
る
。
其
慮
で
此
劃
立
に
顧
み
て
、
少
〈
と
も
此
際
、
此
の

受
盆
者
へ
の
特
別
課
税
な
か
る
‘
べ
か
ら
?
と
は
斉
し
〈
人
の
注
意
す
る
所
で
あ
る
が
、
併
し
他
の
一
面
か
ら
い
ふ

在
、
か
か
石
野
況
も
共
永
蘭
は
疑
は
し
く
、
幾
許
も
な
く
解
消
す
る
か
も
知
れ
子
、
あ
ま
り
に
多
〈
を
此
に
は
期

資
本
利
子
積
に
就
き
て

第
三
十
九
巻

六
O

第
五
披



資
本
利
子
稔
に
就
き
て

第
三
十
九
巻

六

O
四

第
五
貌

し
符
ぬ
と
も
見
ら
れ
る
。
然
る
に
蕊
に
も
っ
と
永
績
性
を
有
っ
た
過
軽
負
稽
者
、
印
ち
必
要
と
め
ら
ば
一
層
の
重

課
に
醸
じ
得
る
も
の
が
別
に
存
在
す
る
所
で
あ
h
、
随
っ
て
前
の
も
の
よ
り
も
も
っ
と
今
日
の
増
税
要
求
に
曜
じ

得
る
も
の
の
存
す
る
こ
と
は
動
も
す
れ
ば
看
過
さ
れ
る
所
で
あ
っ
て
、
此
に
此
際
一
層
注
意
す
る
の
必
要
が
あ
る
。

卸
ち
共
は
動
的
資
本
で
あ
り
、
之
が
特
別
課
税
七
る
資
本
刺
子
職
の
現
般
が
貨
に
共
れ
で
あ
る
。
で
私
は
悲
に
此

に
闘
し
て
共
現
般
を
一
示
し
且
つ
之
が
批
判
を
試
み
、
吏
に
共
改
善
の
方
法
を
攻
究
し
ゃ
う
と
恩
ふ

綿
一
院

鴫
行
織
法
暁
典
批
判

一
現
行
税
法
の
要
項

仰
課
税
物
件

い
其
積
極
的
範
固

l
l本
法
施
行
地
に
て
支
排
を
受
〈
る
資
本
利
子
、

川
甲
種
|
|
公
債
、
世
債
、
産
業
債
券
、
若
〈
は
銀
行
預
金
の
利
子
、
叉
は
貸
付
信
託
の
利
盆
、

同
乙
種
|
|
第
三
種
所
得
に
つ
き
納
税
義
務
診
省
す
る
者
の
第
三
種
所
得
中
.
管
業
に
非
る
貸
金
叉
は
預

金
の
利
子
、

ろ
其
消
極
的
範
闇

l
l甲
種
資
本
利
子
に
し
て
次
の
も
の

同
所
得
税
法
、
英
他
の
法
律
に
よ
り
て
第
二
種
所
得
税
を
謀
せ
ら
れ
古
る
者
の
支
排
を
受
〈
る
利
子
、

開
貯
蓄
債
券
、
又
は
復
興
貯
蓄
債
券
の
利
子
、



戸内<~'1'" 

例
納
税
義
務
者

l
l本
法
施
行
地
に
て
資
本
利
子
の
支
掛
を
受
〈
る
者

向
課
税
標
準

い
甲
種
資
本
利
子

l
l其
文
掛
を
受
く
べ
き
金
額

め
乙
種
資
本
利
子

l
l』
前
年
中
の
牧
入
金
額
(
被
相
績
人
の
牧
入
金
額
は
相
績
人
の
牧
入
金
額

E
見
倣
す
)

向
積
率

l
利
子
金
額
の
百
分
ニ

川
山
免
枕
鞘

い
甲
極

1
ー
な
し

ろ
Thm

繍
1

i
雑
務
省
の
綿
一
一
一
組
所
科
が
一
千
二
百
回
以
上
の
と
き
に
の
み
課
税
せ
ら
る
る
の
で
、
間
接
に
比

あ
る
こ
と
に
な
る
。

同
賦
課
徴
牧

い
甲
種

l
i金
額
支
捕
の
際
、
支
排
者
に
て
共
砥
を
徴
牧
し
、
翌
月
十
日
ま
で
に
政
府
へ
納
付
す
(
天
引
課

税)。
は
り
乙
種

l
第
三
種
所
得
に
附
帯
し
て
申
告
し
、
政
府
は
所
得
調
査
委
員
舎
の
調
査
に
よ
り
て
決
定
し
、
積

率
額
を
二
分
し
、
八
月
と
十
一
月
と
に
徴
牧
す
(
申
告
課
穂
)
。

同
地
方
税
と
の
闘
係

l
l府
牒
、
市
町
村
、
共
他
の
公
共
闘
躍
は
、
之
に
附
加
積
を
課
す
る
を
得
4
7
0

二
共
批
剣

資
本
利
子
税
に
就
き
て

第
三
十
九
巻

六

O
五

第
五
披



資
本
利
子
税
に
就
き
て

第
三
十
九
谷

第
五
時
仙

四

大

O
六

小
山
共
存
康
問
題
l

資
本
利
子
暁
の
廃
止
と
い
ふ
こ
と
は
殆
ん
E
問
題
と
な
ら
ぬ
ゃ
う
で
も
あ
る
が
、
併
し
舎

で
永
い
問
、
地
租
替
業
税
な
ど
の
存
立
し
た
る
に
も
拘
ら
や
、
本
麗
を
敏
一
き
た
る
こ
と
の
あ
る
ほ

E
で
、
な
し
で

も
掛
み
得
る
し
、
又
、
な
し
の
方
が
一
一
暦
良
い
左
も
い
へ
る
。

で
一
膝
之
を
止
め
ゃ
う
と
い
ふ
立
場
の
論
擦
を
も

考
へ
て
見
ゃ
う
0

1
J
 

い
巌
止
論

川
輝
掛
上
|
此
視
を
勝
止
す
ぺ
し
と
の
主
振
か
ら
い
へ
ば
、
北
ハ
は
主
と
し
て
は
躍
糟
上
の
理
由
か
ら
T

あ
る
。
第
一
、
此
粧
が
企
業
に
必
要
な
る
資
本
の
利
子
炉
-
高
め
る
傾
含
有
ち
、
主
九
矯
め
に
共
闘
の
粧
瀕
上
の
磁
展

を
抑
一
座
す
る
と
い
ふ
こ
と
で
あ
る
。
い
ふ
ま
で
も
な
く
資
本
は
現
代
経
漕
組
織
の
下
に
は
、
凡
べ
て
の
企
業
の
矯

め
に
棋
〈
べ
か
ら
ゴ
る
も
の
で
、
而
か
も
其
の
出
来
る
だ
け
低
利
に
て
利
用
し
得
る
こ
と
が
企
業
桜
庭
の
矯
め
に

は
望
ま
し
い
。
然
る
に
就
が
之
に
か
か
り
、
而
か
も
共
が
高
け
れ
ば
高
い
ほ
ど
、
共
困
の
利
子
の
高
く
な
る
可
能

性
が
あ
り
、
企
業
の
矯
め
に
有
利
で
な
い
。
特
に
第
二
に
、
或
固
に
で
此
が
課
せ
ら
れ
、
其
が
他
の
圃
よ
り
も
一

層
高
い
と
き
に
は
、
資
本
は
最
可
動
的
の
も
の
だ
か
ら
、
読
の
安
い
外
園
へ
逃
げ
て
往

t
可
能
ぜ
も
大
で
あ
り
、

此
助
か
ら
共
闘
の
企
業
が
外
固
と
の
競
争
上
不
利
と
な
る
と
い
ふ
こ
と
も
あ
り
得
る
。
か
く
て
折
角
、
其
圃
に
て

一
一
暦
豊
か
に
利
用
し
得
ら
る
べ
き
も
の
を
利
用
し
得
や
し
て
、
外
圃
を
し
て
之
を
利
用
せ
し
め
る
や
う
に
な
る
の

で
あ
る
。
第
三
に
は
此
枕
の
結
果
と
し
て
は
、
共
闘
資
本
を
外
聞
に
逸
す
る
傾
あ
る
ば
か

h
で
な
〈
、
圏
内
に
此

費
本
が
止
ま
る
と
し
て
も
一
一
層
危
臓
な
る
技
賓
の
方
へ
拘
ふ
と
い
ふ
傾
め
る
こ
と
に
よ
り
て
も
、
極
構
上
、
不
利

Allix， Traite elemenlaire. 6 ed. p. 694・
Allix， 1. c. p. 693. Bastable， l'ublic finance. 3 "d. P脚 454・
Bela Foldes， Fw. .2 Aufl. s・4"4
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を
背
ら
す
。

向
課
税
技
術
上
、
公
平
課
積
上
及
祉
合
政
策
上

1
i

ω課
税
物
件
の
性
質
に
基
き
自
ら
特
殊
の
技
術
を
用
ゐ
る
魚
め

1
l
此
置
の
課
税
物
件
た
る
動
的
資
本

は
之
を
凡
べ
て
人
的
に
牧
得
者
に
つ
い
て
課
積
し
、
監
督
も
良
〈
行
は
れ
て
甘
く
往
け
ば
最
宜
し
い
け
れ
E
L
、

元
来
、
非
外
形
的
、
非
表
現
的
の
も
の
で
移
動
し
易
〈
、
錯
綜
し
た
闘
係
に
も
あ
り
亡
、
蓮
脆
し
易
く
、
捕
捉
す

る
事
の
最
六
っ
か
し
い
も
の
で
め
る
。
だ
か
ら
正
面
か
ら
申
告
し
て
居
つ
て
は
摘
み
に
く
し
、
随
ふ
て
之
を
確
か

に
闘
い
の
に
は
出
来
る
だ
け
源
泉
課
税
に
よ
る
外
な
〈
、
共
が
申
告
課
枕
に
ま
さ
る
。
併
し
又
‘
其
だ
か
ら
と
て

十
分
苅
金
と
は
い
へ
ぬ
が
、
県
川
弘
、
ぶ
止
し
T
W
県
れ
W
い
り
に
て
は
何

2
し
て
色
税
率
が
比
例
と
な
り
、
其
矯
め

大
所
得
者
に
色
小
所
得
者
に
も
一
率
の
負
躍
と
な
り
、
大
な
る
不
公
平
を
生
じ
、
且
つ
枇
曾
的
見
地
か
ら
も
不
都

令
と
な
る
。
勿
論
、
凡
べ
て
申
告
課
積
と
し
て
牧
得
者
た
る
人
を
し
て
納
め
し
め
る
こ
と
も
出
来
、
然
る
と
き
は

一
一
暦
公
平
に
な
る
や
う
で
色
あ
る
が
、
連
腕
が
一
一
層
多
〈
行
は
れ
て
、
蕗
に
は
人
や
の
聞
に
、
連
脆

ee多
〈
行
ふ

色
の
と
然
ら
ぎ
る
も
の
左
が
出
来
、
共
慮
に
別
の
不
公
平
が
生
や
る
。
そ
れ
か
ら
夫
の
源
泉
課
税
と
て
色
銀
行
等

が
関
係
す
る
も
の
に
つ
い
て
は
行
は
れ
易
い
が
、
私
人
聞
の
貸
借
の
如
き
に
て
は
、
や
は
り
行
ひ
難
き
も
の
が
・
あ

り
、
そ
れ
で
此
に
は
申
告
課
積
を
行
ふ
と
す
る
と
、
共
慮
に
卓
也
捕
捉
難
・
れ
あ
り
、
随
て
其
よ
り
生
十
る
不
公
平
が

あ
る
。
共
慮
で
申
告
課
税
と
源
泉
課
税
と
の
二
方
法
を
併
せ
用
ゆ
る
こ
と
我
園
現
行
法
の
如
く
す
る
と
し
て
、
某

場
合
に
は
、
費
本
が
自
ら
蓮
股
の
行
は
れ
易
く
税
負
揖
の
少
き
を
得
る
方
へ
移
る
可
能
性
が
あ
っ
て
、
共
蕗
に
色

資
本
利
子
稔
に
就
き
て

第
五
披

五

第
三
十
九
巻

大

O
七

Bela Foldes， a. a. O. s. .PS 
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資
本
利
子
税
に
就
き
て

第
一
一
一
十
九
巻

六

O
八

第
五
時
机

ムノ、

不
公
平
が
あ
h
J
a

ぞ
れ
か
ら
、
此
二
の
方
法
を
併
用
す
る
と
き
に
、
同
等
の
物
を
別
に
扱
ふ
こ
と
か
ら
の
不
公
平

と
い
ふ
も
の
も
免
れ
な
い
。

山
川
輯
嫁
闘
係
か
ら
の
不
公
平
可
能
性

1
l此
耽
に
て
は
轄
婦
が
不
賦
賓
で
、
共
動
か
ら
し
て
不
公
平
と

な
る
可
能
性
が
め
る
。
其
負
躍
が
必
や
し
も
共
期
す
る
所
の
債
樺
者
に
踊
着
す
る
と
は
限
ら
十
し
て
、
む
し
ろ
弱

き
立
場
に
あ
る
債
務
者
に
蹄
す
る
こ
と
'
と
な
り
得
る
。
少
く
と
も
一
部
は
此
に
蹄
す
る
の
を
免
れ
ぬ
。

ω普
通
の
課
税
方
法
か
ら
生
A
V

る
不
公
平
F
|
|

イ
此
枕
に
て
は
通
例
、
資
本
債
額
に
よ
ら
?
、
単
に
利
子
額
の
大
小
に
感
じ
て
認
す
る
。
共
利
子
の

/
a

・、、

割
高
(
元
本
に
劃
し
て
の
)
と
否
と
を
聞
は
ぬ
。
慮
が
共
割
高
な
の
は
危
険
率
が
大
い
の
で
あ
る
か
ら
、
之
を
掛
酌

せ
な
け
れ
ば
精
密
に
公
平
だ
左
は
い
へ
な
い
。
此
穂
が
遁
例
其
金
掛
酌
せ
な
い
と
す
る
と
、
此
は
通
例
、
公
平
な

る
も
の
で
は
な
い
。

ロ
此
既
に
て
は
通
例
負
債
者
の
利
子
を
控
除
せ
ぬ
。
資
本
利
子
を
奉
ぐ
る
者
が
す
べ
て
自
ら
の
資
本

営
動
か
す
と
は
限
ら
や
、
他
人
の
を
廻
は
す
こ
と
が
め
る
。
此
場
合
に
は
精
密
に
い
ふ
と
、
之
を
掛
酌
せ
な
い
の

で
は
、
自
ら
の
資
本
に
て
利
殖
す
る
も
の
と
の
聞
に
不
公
平
と
な
る
。
共
の
他
人
の
資
本
営
借
り
て
得
た
る
も
の

を
叉
貸
す
る
も
の
か
ら
い
ふ
ム
」
重
複
課
税
と
い
ふ
こ
と
に
も
な
か
。

A

他
の
封
等
麗
と
の
闘
係
上
、
共
に
て
此
視
を
掛
酌
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
の
に
、
之
を
行
は
ぬ
こ
・
と

の
矯
め
の
重
複
課
硬
か
ら
生
守
る
不
公
平
が
め
ち
得
る
。
帥
ち
此
資
本
利
子
に
つ
い
て
は
共
働
の
上
に
て
他
の
元

0
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素
と
結
合
す
る
こ
と
が
あ
り
得
る
。
例
之
、
管
業
と
資
本
、
土
地
と
資
本
と
の
如
き
で
あ
る
。
我
岡
稜
法
に
て
は

品
営
業
牧
盆
現
に
て
は
資
本
利
子
視
と
の
重
複
を
避
〈
る
矯
め
の
特
別
掛
酌
が
行
は
れ
て
居
る
げ
れ
ど
も
、
地
租
と

資
本
利
子
穂
と
の
闘
係
に
は
之
を
融
き
、
共
矯
め
に
、
公
平
の
見
地
か
ら
し
て
は
肢
に
間
接
に
費
本
に
も
課
詑
せ

ら
れ
て
居
る
の
を
顧
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
の
ヤ
之
を
行
は
ぬ
と
い
ふ
融
黙
が
あ
る
。

間
財
政
般
入
上
|
|
此
積
に
は
以
上
の
鮪
の
あ
る
外
、
財
政
牧
入
上
、
思
っ
た
ほ
ど
の
大
な
牧
λ
を
生
令

&
も
の
で
な
い
と
い
ふ
こ
と
が
め
り
、
之
み
佐
藤
止
し
た
魚
め
に
生
十
る
損
失
は
た
し
た
も
の
?
は
な
い
。
そ
れ
位

• 

な
ら
ば
一
層
の
事
.
之
を
止
め
仁
し
て
は
何
う
か
と
い
ふ
者
に
も
な
り
得
る
。

ろ
存
置
論
ー
ー
ー
併
し
右
に
劃
し
て
之
を
存
置
す
べ
し
と
の
論
は
左
の
如
し
。

川
公
平
課
稜
及
技
術
上
|
|
何
と
し
て
も
之
を
存
置
す
べ
き
理
由
は
、
公
平
課
枕
で
あ
る
。
如
伺
に
も
此

桂
は
技
術
上
、
随
っ
て
公
平
上
に
不
満
足
で
は
あ
る
。
併
し
之
を
行
ふ
技
術
は
全
く
な
い
の
で
は
な
〈
、

又
公
卒

か
ら
い
ふ
て
も
之
な
き
よ
り
は
之
あ
る
方
が
ま
だ
ま
し
で
あ
る
。
公
平
と
い
ふ
た
と
て
完
全
を
得
る
こ

k
は
何
慮

に
も
六
っ
か
し
く
、
或
度
ま
で
は
共
不
完
杢
を
忍
ば
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
若
も
之
を
課
し
な
い
と
す
れ
ば
、
土
地

や
(
家
屋
や
)
管
業
ゃ
に
つ
き
一
一
般
所
得
税
の
外
に
、
費
産
所
得
重
課
の
意
味
の
牧
盆
耽
の
あ
る
の
に
、
動
的
資
本

だ
け
に
は
之
を
快
〈
の
大
不
公
平
を
生
A
V
る
。
之
を
存
す
る
急
め
の
前
掲
の
小
不
公
平
よ

b
色
此
を
存
せ
ぬ
矯
め

一
般
所
得
税
の
外
に
、
之
が
補
完
積
L
」
し
て
股
盆
枕
を
設

t
る
以
上

盟

は
、
共
を
完
成
す
る
上
に
比
資
本
利
子
麗
な
か
る
べ
か
ら
十
で
あ
り
、
此
枕
が
資
産
重
課
の
意
味
に
で
存
在
理
由

の
此
の
不
公
平
の
方
が
一
層
重
大
で
あ
る
。

資
本
利
子
積
に
就
き
て

第
三
十
九
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資
本
刺
子
税
に
就
き
て

を
有
ち24)

第
三
十
九
巻

一
般
所
得
税
の
外
に
濁
立
し
て
存
在
す
る
に
於
て
意
味
を
有
ん
す

ム
ノ、

O 

第
五
披

A 

向
財
政
牧
λ
上
ー
ー
か
ら
い
ふ
と
、
此
税
耽
入
が
今
日
は
ま
だ
そ
ん
な
に
大
く
な
い
け
れ

E
色
、
共
は
税

率
一
か
百
分
二
と
い
ふ
や
う
に
斡
り
に
も
低
い
の
と
、
課
税
技
術
上
に
ま
だ
不
捕
の
馳
め
る
が
魚
め
と
に
因
る
。
崎
清

京
市
、
此
税
率
宇
佐
今
少
し
く
引
上
げ
、
且
つ
課
税
技
術
に
一
一
腐
の
改
良
を
加
へ
、
納
税
道
義
を
も
向
上
せ
し
め
た
な

ら
ば
、
今
日
よ
り
も
謡
か
に
大
な
る
枚
入
が
此
か
ら
得
ら
れ
る
。
向
、
将
来
、
岡
氏
艦
糟
の
一
準
歩
も
が
遣
し
得
ら

れ
た
な
ら
ば
、
此
枇
の
課
税
物
件
共
も
の
も
増
大
し
1
、

!普
(7) 

メ孟
~Kヒ
J入

I~I 
1然
;l~r 
~:)é 

.ど

も
得
ら
n 。
あ

い
リ
う
。
北
一
等
の
期
待
め
;ω

に
も
拘
ら
や
、
今
、
え
か
八
世
〈
勝
北
寸

J

る
の
は
惜
し
い
も
の
で
め
叫
ん
"
。

間
世
曾
政
策
上

l
l今
一
つ
、
此
税
の
物
件
は
動
的
資
本
で
あ
っ
て
、
共
が
近
代
資
本
家
の
主
要
な
る
致

富
の
基
で
あ
り
、
近
代
投
資
家
は
之
を
利
用
し
旦
つ
活
用
し
て
、
安
全
確
貫
に
大
な
る
利
殖
含
魚
す
。
各
人
が
特

定
の
、
土
地
、
家
屋
、
有
形
動
的
の
物
品
な
ど
を
有
も
、
乃
至
は
、
自
ら
或
事
業
に
従
ふ
て
利
殖
す
る
の
は
寅
は

な
し
ろ
時
代
遅
れ
で
あ
り
、
斯
の
如
〈
に
す
る
と
、
間
々
大
な
る
困
難
に
遭
遇
す
る
。
む
し
ろ
動
的
資
本
に
投
資

し
て
轄
冷
と
し
て
安
全
有
利
な
る
も
の
金
追
ふ
の
が
新
し
き
式
で
め
る
。
然
る
仁
税
法
に
で
地
租
家
屋
耽
管
業
税

ぱ
か
h
J
重
〈
課
し
て
、
資
本
利
子
税
を
快
〈
と
な
れ
ば
、
此
近
代
的
重
要
を
有
つ
致
富
を
見
逃
し
て
、
貧
富
懸
隔

の
一
大
動
因
を
増
長
す
る
こ
と
に
な
り
、
枇
命
国
政
策
に
反
す
る
。
此
勅
か
ら
は
何
と
し
て
も
資
本
利
子
暁
を
む
し

ろ
重
課
じ
に
き
ほ

E
で
、
決
し
て
之
を
底
止
す
べ
き
も
の
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

例
硬
質
問
題
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け
耽
盆
積
か
部
分
(
特
別
)
所
得
稜
か

l
l此
が
通
例
に
は
牧
盆
麗
と
見
ら
れ
e
向
。
我
園
の
直
接
税
盟
系
炉
、

所
得
麗
を
中
心
と
し
て
、
財
産
的
の
牧
盆
に
課
す
る
牧
盆
読
を
補
完
読
と
す
る
色
の
と
い
ふ
な
ら
ば
、
此
資
本
利

子
積
も
ま
た
共
一
の
牧
盆
稜
だ
と
し
て
よ
い
。
併
し
共
の
課
税
標
準
が
所
得
読
に
於
け
る
所
得
と
同
一
方
法
に
て

計
算
し
出
さ
れ
る
動
か
ら
い
ふ
と
、
之
を
部
分
所
得
酷
だ
E
E
い
ふ
て
・
色
、
大
し
た
不
都
合
は
な
い
。

ハ
引
人
穂
か
物
積
か
!
|

何
む
し
ろ
物
税
と
す
る
方
が
通
例
で
あ
る
。
物
税
h
r
人
税
か
は
定
義
次
第
一
に
と
も
い
ふ
が
、
此
は
ひ
し
ろ

物
積
守
あ
る
。
だ
ん

f
l人
枕
的
意
味
ぞ
取
入
れ
た
色
の
と
は
い
ふ
を
制
作
ペ
ペ
池
波
的
の
も
の
と
も
見
ら
れ
や

ぅ
。
伸
し
備
化
一
、
物
税
に
る
J
M
h

比
人
は
や
、
人
税
に
あ
別
相
付
税
l
虻
い
止
レ
ふ
よ
ち
は
目
物
税
正
し
て
容
な
き
地
租

等
に
準
中
る
-
る
の
で
め
る
。
人
税
的
分
子
炉
-
加
味
し
て
も
、
共
は
物
税
た
る
地
租
や
管
業
稜
に
も
行
は
れ
つ
つ
あ

る
度
の
も
の
で
あ
る
。

例
と
い
ふ
て
も
.
祷
し
く
物
耽
の
中
で
色
、
土
地
、
家
屋
、
管
業
と
い
ふ
や
う
な
、
・
貨
鯉
に
課
す
る
と
異

り
、
単
に
人
。
聞
の
信
用
干
係
、
権
利
関
係
に
課
す
る
の
で
ゐ
る
か
ら
、
固
有
の
意
味
の
物
税
と
は
異
っ
た
色
の

で
は
あ
る
。
き
り
と
て
人
枕
と
断
然
い
ふ
に
は
臨
時
す
る
色
の
で
あ
る
。

は
直
接
税
か
間
接
稜
か

向
負
携
の
直
接
間
接
か
ら
い
へ
ば
何
我
閣
の
立
法
者
は
之
を
直
接
税
と
し
て
居
る
。
乙
種
利
子
が
然
る
ば

か
り
で
な
く
、
甲
種
利
子
に
つ
い
て
も
納
税
義
務
者
は
利
子
の
支
捕
を
受
く
る
者
で
あ
り
、
此
が
納
税
義
務
者
で

資
本
利
子
枕
に
就
き

第
三
十
九
巻

~ 
ノ、

第
五
披

丸
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資
本
利
子
稔
に
就
九
百
て

第
三
十
九
巻

第
瓦
披

O 

占

ノ、

あ
っ
て
.
措
税
指
定
者
で
あ
る
。
部
ち
直
接
税
に
外
な
ら
ぬ
の
で
あ
る
。
銀
行
等
は
杢
〈
箪
に
徴
税
構
闘
に
過
ぎ

な
い
。
同
併
し
見
方
に
よ
り
て
は
少
〈
も
甲
種
利
子
税
は
一
の
間
接
税
で
め
る
。
銀
行
等
を
納
枕
義
務
者
と
す
れ

ば
一
の
間
接
稜
と
も
見
ら
れ
る
。

間
牽
帳
暁
従
率
視
の
意
味
に
て
は
、
此
稜
は
凡
べ
て
直
接
種
で
め
る
。
併
し
此
・
也
強
ゐ
て
い
へ
ば
、
甲
種

利
子
聴
は
、
事
物
の
現
は
る
る
に
従
っ
て
税
率
営
適
用
し
て
課
税
す
る
所
の
一
の
従
恋
・
耽
と
し
て
、
間
接
税
だ

E

l
q
J
-
w

キ

4
A
1
日
ザ

'
P
0

3
1
'
u
ト
ι
い
ル
川
‘
F
'
k
I
J

肉
親
続
物
件
め
問
題

い
此
税
の
物
件
を
一
括
し
て
表
は
す
語
と
し
て
何
ぞ
用
ゐ
る
か
は
、
人
に
よ
り
固
に
よ
り
異
る
c

或
は
貨
幣

資
本
と
い
ひ
、
貸
付
資
本
と
い
ひ
、
浮
動
資
本
と
い
ひ
、
動
的
資
本
と
も
い
ふ
。
色
冷
の
語
が
用
ゐ
ら
れ
て
居
る

が
、
内
容
は
具
躍
的
の
税
法
に
で
指
定
さ
れ
に
も
の
で
、
此
も
必
宇
し
も
一
様
で
な
い
。

け

W
所
得
税
と
異
る
勤

l
l
s共
の
甲
種
利
子
は
所
得
税
の
第
二
種
甲
の
所
得
と
大
韓
に
一
致
し
て
居
る
。
川
川
底

が
形
式
上
異
っ
て
事
賃
上
同
な
の
は
産
業
債
券
の
利
子
で
あ
る
。
此
は
第
二
種
所
得
税
の
方
に
は
な

t
し
て
、
安

本
利
子
抵
の
方
の
み
に
あ
る
。
け
れ
ど
も
貨
は
第
二
種
所
得
税
に
て
は
税
法
の
明
文
に
は
此
が
な
く
て
も
、
産
業

組
A
同
中
央
金
庫
法
第
十
七
候
に
て
之
を
補
足
し
、
所
得
税
法
に
於
け
る
駐
債
の
規
定
は
、
産
業
組
合
中
央
金
庫
の

後
行
す
る
産
業
債
券
に
準
用
す
と
あ
っ
て
、
此
産
業
債
券
が
事
賃
上
、
所
得
稜
法
令
}
適
用
せ
ら
れ
て
居
る
。
い
な
、

税
法
以
外
の
法
規
に
て
形
式
上
に
も
之
が
謀
識
さ
れ
る
や
う
に
な
っ
て
居
る
。
昆
が
資
本
利
子
説
法
に
て
は
、
産

Terhalle. a. a.， O. S. 271. 
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業
債
券
一
か
枇
債
中
に
入
る
べ
き
や
に
疑
を
生
や
る
恐
あ
り
と
し
て
、
明
か
に
之
を
税
法
の
明
文
に
て
祉
債
以
外
に

列
島
争
し
た
。
で
産
業
債
券
は
何
れ
の
耽
を
も
謀
せ
ら
れ
る
。
向
然
る
に
賞
質
的
に
三
積
の
物
件
の
異
る
の
は
、
岡

債
利
子
で
あ
る
。
此
は
所
得
税
で
は
免
じ
て
居
る
が
、
資
本
利
子
暁
に
で
は
免
じ
な
い
。
此
賄
は
何
れ
が
可
な
り

ゃ
。
所
得
税
で
之
を
免
じ
た
の
は
、
書
て
の
公
約
を
守
り
つ
-
づ
け
る
と
い
ふ
政
治
道
徳
上
の
理
由
か
ら
で
、
今
と

な
り
で
は
、

所
得
税
に
は
か
か
る
公
約
が
あ
つ
だ
に
し
て
色
、
利

之
に
拘
は
る
に
は
及
ば
ぬ
と
も
考
へ
ら
れ
る
。

子
税
に
て
は
き
や
う
な
闘
係
は
な

t
、
そ
れ
で
断
然
此
に
て
は
岡
債
利
子
な
も
課
枕
し
た
の
で
あ
り
、
其
他
の
同

等
の
物
件
と
の
均
衡
上
も
首
然
で
あ
り
、
公
平
に
も
令
致
す
る
。
北
ハ
矯
め
起
債
僚
件
が
無
税
の
と

3
よ
り
も
不
利

と
な
あ
こ
と
は
あ
っ
て
も
、
其
不
利
は
税
め
財
政
牧

λ
に
て
瑚
人
円
せ
を
得
て
射
る

d

は
我
固
法
に
て
追
求
せ
ぬ
物
件

l
l税
法
に
列
奉
し
て
居
る
も
の
の
外
に
、
査
本
利
子
と
い
へ
ば
い
ひ
得
る

も
の
が
少
か
ら
ゃ
あ
る
。
共
を
課
税
せ
ぬ
の
は
果
し
て
良
い
か
何
う
か
。

間
銀
行
が
貸
付
、
割
引
に
よ
り
で
牧
得
す
る
利
子
、
貸
金
業
者
の
貸
付
利
子
、
!
ー
な
ぎ
は
列
島
帯
さ
れ
て

居
ら
ぬ
が
、
此
は
替
業
牧
盆
稜
に
て
包
括
的
に
銀
行
業
、
無
蓋
業
、
余
錯
貸
付
業
の
純
益
と
し
て
課
碕
せ
ら
れ
る

か
ら
、
其
上
に
今
一
度
資
本
利
子
税
を
課
し
て
は
避
く
べ
き
重
複
課
税
と
な
る
と
見
た
の
で
あ
る
。

向
株
の
配
営
1
1
1
色
見
様
に
よ
り
で
は
債
櫨
所
有
者
の
利
子
と
同
じ
と
も
見
ら
れ
る
。

-
も
見
ら
れ
か
o

併
し
他
方
既
に
符
業
牧
盆
積
と
い
ふ
同
等
積
に
で
、
法
人
品
営
業
積
に
て
課
穂
せ
ら
れ
て
居
る
か
ら
、

之
を
も
一
度
、
利
子
揖
に
て
課
し
て
は
避
く
べ
き
重
複
と
な
る

J

既
に
法
人
に
て
課
せ
ら
れ
る
以
上
は
、
共
上
此

一
の
資
本
利
子
と

資
本
利
子
積
に
就
き
で

第
三
十
九
血
管

占ノ、

第
五
時
現

Urauer， a. a. O. S・56，:¥1011， a. a. O. S. .1"'9. Eheherg， s. a. O. S. 102. 36) 



資
本
利
子
就
に
就
き
て

第
三
十
九
巻

第
五
披

，、

四

に
課
税
せ
十
と
も
良
い
の
で
あ
る
。

間
恩
給

l
lは
我
聞
所
得
税
で
は
、
勤
勢
所
得
な
み
に
寛
大
に
し
て
居
ち
、
之
を
俸
給
の
繰
延
と
も
見
れ

ぱ
.
共
れ
で
良
〈
、
利
子
暁
を
課
せ
ぬ
の
も
、
之
と
一
致
す
る
け
れ
ど
も
、
見
方
に
よ
り
で
は
、
此
が
一
の
債
権

利
子
で
あ
り
、
資
本
利
子
で
あ
る
。
主
ハ
賄
か
ら
此
が
不
課
税
は
不
満
足
だ
と
も
見
ら
れ
る
。
少
く
と
も

E
額
の
恩

給
者
に
は
課
し
て
も
良
い
や
う
に
も
考
へ
ら
れ
る
。
勿
論
多
数
の
小
恩
給
者
に
は
課
税
し
て
は
気
の
毒
で
め
る
。

で
戒
は
原
則
と
し
℃
は
之
仁
も
課
概
す
る
と
し

τ、
特
に
其
小
額
者
に
免

Artし
で
も
良
〈
或
は
共
人
の
会
主
所

得
額
が
一
定
以
下
の
小
額
で
あ
り
、
旦
つ
義
務
者
の
年
齢
六
十
歳
臥
上
で
頁
ら
に
管
利
不
能
mw
場
合
の
み
菟
守
る

と
し
て
も
良
い
。

防
課
税
標
準
の
問
題

川
元
本
か
利
子
か
ー
ー
は
一
の
問
題
だ
が
、
通
例
、
利
子
共
も
の
に
よ
か
，
他
の
牧
益
枕
の
や
う
に
他
の
標

準
を
持
来
る
必
要
は
な
い
。
叉
、
此
に
て
、
例
之
、
資
本
債
値
に
よ
っ
た
と
す
れ
ば
、
今
日
の
や
う
に
共
動
揺
の

烈
し
い
時
代
に
は
、
却
っ
て
寅
行
困
難
と
い
ふ
こ
と
も
あ
る
。

ろ
貫
蹟
か
珠
算
か
|
|

仰
天
引
課
税
の
場
合
(
甲
種
)
に
は
支
排
を
受
く
べ
き
金
額
を
、
卸
ち
貰
蹟
を
つ
か
ん
で
、
之
に
櫨
ち
て
課

税
す
る
の
外
な
い
。

間
牧
得
者
課
税
(
乙
種
)
に
て
は
前
年
の
貰
蹟
に
よ
る
こ
と
も
出
来
れ
ば
、
共
年
の
見
込
額
に
よ
る
こ
と
も

Bela Foldes， a. a. O. S. 414・
Brauer， a. a. O. S. 61. 
Brauer， ebenda. 
Terhalle， a. a目 O.S. 274 
Teγhalle. a. a. O. S. "75 
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出
来
る
。
然
る
に
此
に
於
て
前
者
に
よ
る
と
し
た
の
は
、
」
即
ち
前
年
の
牧
入
額
に
よ
る
と
し
た
の
は
、
所
得
税
と

の
調
和
を
保
つ
絡
め
に
止
む
を
得
な
か
っ
た
の
で
あ
る
が
、
其
勤
を
別
と
し
て
も
、
此
の
如
き
色
の
に
て
は
、
前

年
貫
蹟
に
よ
っ
た
方
が
一
一
層
確
貫
に
物
件
を
摘
み
得
る
の
で
色
あ
る
。

ほ
負
債
利
子
控
除
問
題
|
|
我
固
法
に
て
は
利
子
牧
得
者
の
矯
め
に
共
負
債
利
子
の
控
除
を
行
は
ぬ
。
総
牧

入
、
又
は
支
梯
額
に
よ
る
こ
と
と
な
っ
て
居
る
が
、
貫
は
此
が
通
例
で
も
あ
る
。
そ
し
て
此
控
除
と
い
ふ
こ
と
は

精
密
公
平
か
ら
い
へ
ば
行
は
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
こ
と
、
上
に
も
い
ふ
通
り
だ
が
、
併
し
之
を
行
へ
ば
濫
用
き
れ
る

恐
も
め
る
し
、
且
つ
、
少

t
K
6
源
泉
課
税
の
分
に
は
賀
行
離
で
も
あ
ふ
。
但
し
、
結
掛
仁
不
可
能
と
い
ふ
の
で

は
な
い
。
特
に
牧
得
者
課
積
の
分
に
は
行
へ
ば
行
ひ
得
ら
れ
か
。

E
兎
穂
勅

l
l

い
源
泉
課
穂
の
分
(
甲
種
)
に
は
免
税
鮪
そ
融
〈
炉
、
此
は
嘗
然
で
あ
る
。
併
し
強
て
行
へ
ば
、
牧
得
者
本
人

か
ら
共
所
得
を
申
背
せ
し
め
で
、
共
に
て
一
定
以
下
の
小
所
得
者
と
あ
れ
ば
、
戻
枕
す
る
こ
と
も
出
来
る
。
け
れ

E
も
此
方
法
は
寅
際
、
煩
に
構
へ
ぬ
こ
と
で
は
あ
る
。

ろ
申
告
課
積
の
分
(
乙
種
)
に
は
直
接
に
は
免
積
勲
一
か
な
い
け
れ
E
も
、
間
接
に
は
此
が
あ
る
。
本
人
の
全
き

所
得
が
第
三
種
に
か
か
る
や
否
や
に
よ
り
て
課
否
が
分
れ
る
の
で
あ
る

此
は
公
卒
の
上
か
ら
不
満
足
で
は
あ
る
。

第
一
、
甲
種
利
子
と
の
均
衡
上
、
此
に
は
全
く
免
税
勤
が
な
い
の
に
、
乙
種
に
だ
け
あ
る
の
が
不
公
平
だ
と
い
へ

ば
い
へ
忍
し
、
第
一
一
、
同
種
(
乙
種
)
利
子
の
問
に
も
、
或
人
の
金
き
所
得
が
菟
積
輸
を
少
し
〈
超
過
し
、
例
之
‘

資
本
利
子
積
に
就
き
て

第
三
十
九
血
管

六
一
五

第
五
掠

Terhalle， a. a. O. ;;. 275・Conrad，a~ ::1.. CJ，，， S. 150. 
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資
本
利
子
枕
に
就
き
て

第
三
十
九
巻

六
一
六

第
五
競

四

千
二
百
幾
闘
と
い
ふ
位
の
小
い
も
の
で
あ
り
、
而
か
も
共
の
殆
ん
ど
全
部
が
勤
勢
所
得
で
あ
っ
て
、
利
子
所
得
は

極
小
額
で
あ
る
の
に
此
に
は
利
子
粧
を
課
せ
ら
れ
つ
つ
、
会
所
得
千
百
九
十
九
闘
で
其
が
全
部
、
利
子
か
ら
成
h
，

勤
傍
所
得
な
し
と
い
ふ
も
の
に
は
利
子
税
が
か
か
ら
ぬ
と
い
ふ
不
公
平
も
あ
る
。
併
し
其
は
甲
種
乙
種
に
分
け
て

課
税
し
乙
種
を
第
三
種
所
得
税
に
附
帯
せ
し
め
て
課
す
る
こ
と
に
し
た
以
上
、
避
け
ら
れ
な
い
こ
と
で
、
忍
ぱ
な

け
れ
ば
な
ら
ぬ
弱
姑
で
あ
る
o

m税
率
(
及
地
方
の
不
課
税
)

レ
税
率
の
種
類

例
我
闘
の
税
率
ー
ー
は
単
一
な
る
比
例
率
と
な
っ
て
居
る
。
此
は
課
税
技
術
上
に
は
最
便
利
で
あ
り
、
此

就
が
一
の
耽
盆
暁
と
し
て
、
地
租
、
替
業
耽
盆
視
と
封
等
枕
と
し
て
、
所
得
税
を
補
完
す
る
も
の
と
し
て
は
忍
ば

れ
る
し
、
且
つ
地
租
の
翠
一
比
例
税
、
管
業
牧
盆
琉
の
大
韓
比
例
主
義
に
よ
る
(
精
密
に
い
ふ
と
、
法
人
と
箇
人

主
に
て
匿
別
し
、
箇
人
に
て
千
閣
以
上
、
以
下
に
て
差
別
す
る
が
、
主
要
の
動
か
ら
い
ふ
と
比
例
主
義
で
あ
る
)

の
と
の
均
衡
上
か
ら
見
て
も
首
肯
し
得
る
。
地
租
や
替
業
肱
盆
税
に
も
つ

E
用
品
進
分
子
を
取
入
れ
ぬ
限
り
、
此
積

は
此
撞
で
も
良
い
と
す
る
。

間
共
他
の
方
法

川
町
累
進
率
|
|
甲
種
の
源
泉
課
税
の
慮
に
は
累
進
と
い
ふ
こ
と
は
行
へ
な
い
で
め
ら
う
が
、
併
し
乙
種

の
牧
持
者
課
税
又
は
甲
乙
と
も
耽
得
者
課
税
と
し
た
場
合
に
は
、
後
に
も
い
ふ
や
う
に
、
牧
得
者
の
会
き
資
本
利
純 Braller， a. a. O. S. 60. TerhalJle， a. a. O. S. 1:1'6 



子
額
の
大
小
一
に
よ

b
、
或
は
共
の
会
き
第
三
種
所
得
額
の
大
小
に
臆
じ
て
段
階
を
刻
ん
で
累
進
課
枕
す
る
こ

k
は

出
来
ぬ
こ
と
で
は
な
い
ト
。

山
川
共
他
の
差
等
課
稜

ハ
川
公
債
利
子
と
私
債
利
子
と
の
差
別

l
l資
本
利
子
中
に
・
$
本
来
、
危
険
度
が
異
る
か
ら
之
に
よ
り

て
差
等
課
話
し
て
可
然
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
遁
倒
此
が
行
は
れ
品
。
共
は
危
険
度
が
千
差
寓
別
で
め
っ
て
、
財
産

侵
格
に
で
-B
依
ら
ぬ
限
り
、
此
差
等
附
一
か
六
っ
か
し
い
か
ら
で
あ
る
。
併
し
大
臨
か
ら
い
ふ
て
公
債
は
私
債
よ
り

は
確
な
も
の
左
い
ふ
こ
と
が
出
家
る
か
ら
、
此
結
炉
ら
匝
別
し
て
、
公
債
利
子
に
、
私
償
利
子
よ
り
も
一
段
童
手

課
眠
な
す
4
0

こ
lι
も
許
訪
れ
い
る
。
併
し
賀
際
政
策
は
此
鮎
じ
て
法
別
す
る
'
p
・3
に
は
も
却
っ
て
川
公
債
特
に
附
依
の

借
入
保
件
ぞ
有
利
に
導
〈
政
策
を
と
り
、
む
し
ろ
公
債
の
方
を
一
一
暦
軽
〈
し
ゃ
う
と
す
る
。

一
、
叫
正
常
比
例
車
・
を
定
め
て
、
特
定
の
志
の
に
共
よ
り
色
高
き
稜
率
、
又
は
低
き
税
率
を
定
め
る
と
い

ふ
こ
と
は
寅
際
、
各
圃
の
事
情
か
ら
し
て
屡
冷
行
は
れ
る
所
で
あ
る
。
例
之
、
換
闘
に
て
は
正
常
率
一

0
4川

2
し、

狩
撤
植
賦
典
料
に
は
一
五
%
、
貯
蓄
金
庫
、
州
立
銀
行
等
の
貯
金
利
子
に
五
%
、
組
令
貯
金
利
子
共
他
に
三

μと

す
ム
。
波
蘭
に
て
色
、
重
な
る
色
の
に
は
一
O
%
と
し
、
特
に
石
油
及
地
下
瓦
斯
鋸
業
参
加
構
配
嘗
に
二

O
叫戸、

銀
行
及
信
用
機
関
の
コ

l
y
勘
定
耽
入
に

0
・
五
四
%
'
と
す
ふ
。
希
臓
に
て
は
、
特
に
配
嘗
所
得
(
日
本
に
て
は

牧
盆
枕
と
し
て
は
峠
営
業
牧
盆
既
に
委
か
さ
れ
て
居
る
)

に
一
一
六
姉
、
二
三
・
四
uw
の
特
別
課
読
が
行
は
れ
る
け
れ

ど
色
固
有
利
子
に
は
凡
べ
て
一
九
・
五
%
が
課
せ
ら
れ
る
δ

(

だ
か
ら
此
は
翠
一
比
例
を
と
る
と
も
見
ら
れ
る
)
。
偽

資
本
利
子
積
に
就
き
て

第
三
十
九
巻

第
五
披

1.: 

六
一
七
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資
本
利
子
殺
に
就
き

第
三
十
九
巻

第
五
披

六
一
八

~ /、

岡
の
動
産
所
得
読
で
は
正
常
率
は
一
六
叫
円
、
で
あ
っ
て
、
特
に
富
札
誼
券
に
三
六
，

m、
重
役
賞
奥
に
一
八
%
で
あ

る。

ろ
積
の
高
さ
ー
ー
ー
此
枕
の
税
率
が
百
分
二
と
い
ふ
低
い
も
の
で
あ
り
、
而
か
も
地
方
税
一
か
此
に
一
一
切
か
か
ら

ぬ
と
い
ふ
の
で
、
主
ハ
は
土
地
、
管
業
に
比
し
て
過
軽
だ
と
せ
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。

川
地
方
附
加
暁
の
問
題
|
|
此
耽
い
地
方
附
加
耽
の
か
か
ら
ぬ
の
が
趨
営
か
何
う
か
は
、
舎
で
論
じ
た
こ

2
が
あ
る
か
だ
い
・
今
酬
明
ら

t
掛
か
ね
こ
と
に
す
る
。
一
か
兎
に
角
、
之
を
地
方
税
止
し
て
取
っ
て
は
地
方
閣
の
分
配

を
公
平
に
す
る
こ
と
が
六
っ
か
し
い
か
ら
、
き
う
し
た
も
の
と
解
す
べ
〈
、
で
此
は
か
し
ろ
園
家
の
手
に
て
、
地

方
税
「
い
蛍
る
も
の
を
も
併
せ
取
っ
て
、
然
る
上
に
て
園
家
か
ら
地
方
へ
分
配
す
る
こ
と
と
す
る
外
な
い
。

間
士
地
崎
営
業
と
の
均
衡
l
l
i
地
租
は
共
課
揖
標
準
が
或
時
勤
に
て
定
ま
れ
ば
十
年
間
不
動
に
て
つ
づ
く
所

の
賃
貸
債
格
(
穂
牧
)
で
あ
り
、
共
に
百
分
三
・
八
の
税
率
が
か
け
ら
れ
る
。
そ
し
て
地
方
附
加
積
は
、
道
府
牒
か
ら

百
分
八
十
二
以
内
、
市
町
村
か
ら
百
分
六
十
六
以
内
、
許
、
百
分
百
四
十
八
以
内
で
あ
る
。
管
業
牧
盆
積
は
本
現

は
個
人
管
業
と
す
れ
ば
、
前
年
貫
蹟
の
純
益
に
封
ず
る
百
分
三
・
六
(
一
千
園
以
下
に
は
こ
こ
乙
で
あ
っ
て
、
道
府

職
附
加
積
百
分
四
十
六
字
以
内
、
市
町
村
附
加
積
百
分
六
十
六
以
内
、
計
百
分
百
十
二
字
以
内
で
あ
る
。
だ
か
ら

し
て
地
租
は
綿
牧
へ
の
百
分
九
・
四
二
四
、
管
業
牧
盆
積
は
純
牧
へ
の
百
分
五
・
五
二
五
と
い
ふ
の
で
あ
る
。
之
助
一
す

と
比
較
し
て
資
本
利
子
は
勿
論
、
管
業
牧
盆
よ
り
は
重
課
し
で
然
る
べ
き
で
あ
り
、
む
し
ろ
土
地
牧
盆
左
大
館
、

同
等
に
課
税
し
て
然
る
べ
き
で
あ
る
。
事
に
比
較
上
不
便
な
こ
と
は
、
土
地
の
融
耽
が
十
年
間
不
動
な
も
の

rと
¥llix， 1. c. p. 672. 696. 
拙、最近地方税問題、 z倍以下・



い
ふ
こ
と
で
、
共
は
貨
幣
債
値
の
動
指
時
代
に
は
殊
に
比
較
を
困
難
な
ら
し
め
る
が
、
恒
り
に
此
が
資
本
の
利
子

(
線
牧
に
し
て
、
最
遅
の
貫
蹟
に
よ
る
)
と
比
較
し
得
べ
き
も
の
と
す
れ
ば
、
資
本
利
子
の
百
分
二
は
、
百
分
九
・

四
二
四
に
し
て
も
良
く
、
或
は
資
本
投
資
を
以
て
土
地
投
資
よ
り
も
一
層
有
利
安
全
な
る
も
の
と
但
定
す
れ
ば
、

百
分
十
又
は
共
以
上
と
し
で
色
良
い
で
あ
ら
う
。
百
分
十
と
い
ふ
と
.
あ
ま
り
に
高
い
ゃ
う
で
・
も
あ
る
が
、
前
に

掲
げ
士
、
換
、
希
、
波
、
備
な
ど
と
比
す
れ
ば
、
別
に
驚
〈
に
は
営
ら
な
い

u

開
土
地
投
資
と
動
的
資
本
投
下
と

ω比
険

l
l此
二
の
一
色
の
は
共
租
挽
に
於
け
る
能
力
の
評
定
上
に
は
大

瞳
同
等
と
尼
て
良
い
が
、
併
し
、
も
少
し
補
償
に
考
察
し
て
見
る

1
0

川
土
地
の
有
利
、
J

動
的
資
本
の
不
利
〉
な
ふ
射
と
し
て

un

イ
土
地
所
有
者
は
我
聞
に
て
は
多
〈
の
場
合
、
特
に
田
合
に
て
は
、
資
本
所
有
者
よ
り
も
一
層
祉
命
日

的
勢
力
又
は
掌
敬
を
享
受
し
得
る
。

世
土
地
に
は
自
然
増
伎
の
檎
舎
が
多
い
の
に
、
資
本
に
は
概
し
で
此
を
快
く
。
公
債
祉
債
の
値
上
り

と
い
ふ
こ
と
は
あ
っ
て
も
.
共
度
は
微
ιr
た
る
も
の
で
あ
り
、
預
金
、
貸
金
に
は
み

τ之
な
く
、
株
に
は
大
暴
騰

が
め
っ
て
も
大
暴
落
が
あ
り
て
之
を
打
消
す
。
会
艦
上
、
土
地
は
次
第
に
共
債
を
高
め
て
往
〈
に
於
て
、
資
本
に

色
ま
し
て
都
合
が
良
い
。
此
紺
を
高
調
し
て
資
本
に
は
士
地
よ

b
も
軽
〈
課
税
す
べ
し
と
い
ふ
も
あ
h
。

A

土
地
に
は
一
時
凶
作
等
冷
が
あ
っ
て
も
全
然
滅
失
な
ど
と
い
ふ
こ
と
は
殆
ん
ど
な
い
と
い
ふ
て
可

ぃ
。
然
る
に
資
本
で
あ
れ
ば
全
〈
無
債
値
と
な
る
と
い
ふ
こ
と
が
一
層
多
く
起
る
。
貸
倒
れ
が
あ
り
、
銀
行
閉
鎖

資
本
利
子
枕
に
就
事
て

第
五
貌

第
三
十
九
巻

七

/、

九

Terhalle， a. a. O. S. 276. 
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資
本
利
子
検
に
就
き
て

第
三
十
九
巻

ノ、

O 

第
五
銑

A 

が
あ
り
、
公
債
破
棄
が
あ
り
、
イ
ン
7

レ
極
端
に
な
れ
ば
途
に
無
償
値
に
均
し
く
色
な
る
。

山
門
資
本
の
有
利
(
土
地
の
不
利
)

り
土
地
に
は
租
税
ぱ
か
ち
で
な
く
、
共
他
の
公
共
負
擦
も
が
、
資
本
よ
り
も
一
層
重
一
〈
か
か
る
の
か
ι

免
れ
な
い
。

吋
土
地
の
貸
付
仁
よ
り
て
枇
益
を
事
ぐ
る
仁
つ
い
て
は
、
小
作
守
議
、
借
地
争
議
な
ど
が
あ
っ
て
煩

累
に
班
へ
な
い
。
資
本
な
れ
ば
少
し

t
性
意
し
て
確
な
る
組
行
、
信
託
舎
枇
r

ト
あ
づ
け
た
な
ら
ば
殆
ん
ど
何
の
煩

累
も
な
〈
利
殖
し
得
る
。

サ
い
、
ぎ
と
い
ふ
て
慮
分
し
換
貨
す
る
に
つ
き
土
地
は
買
手
を
求
め
て
得
難
〈
、
強
ゐ
て
貰
れ
ぷ
非
常

の
値
下
り
と
い
ふ
不
利
が
あ
る
の
に
、
資
本
で
あ
れ
ば
大
韓
、
容
易
に
換
貨
し
符
ら
れ
、
経
梼
界
の
韓
化
、
自
己

の
都
合
に
よ
り
て
其
投
資
方
法
を
自
由
に
轄
換
し
得
て
盆
φ
共
利
を
計

h
得
る
。

か
く
の
如
く
双
方
に
一
長
一
短
が
あ
っ
て
、
何
れ
を
結
劃
に
良
し
と
は
い
へ
な
い
が
、
そ
し
て
人
々
の
主
観
に

よ
り
て
其
重
き
を
置
〈
所
が
異
り
、
共
矯
め
、
人
に
よ
り
て
剣
断
が
異
る
の
だ
が
、
近
代
人
は
な
し
ろ
可
動
性
に

重
き
を
置
い
て
.
土
地
よ
り
も
動
的
資
本
を
選
h
u
傾
が
強
い
。
だ
と
す
る
と
、
土
地
よ
り
も
動
的
資
本
の
方
を
形

式
上
に
一
層
重
課
し
て
然
る
べ
き
も
の
と
も
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。

ρ課
税
方
法

い
我
闘
の
採
る
方
法

l
!
費
本
利
子
の
課
現
方
法
と
し
て
は
大
瞳
、
源
泉
(
天
引
)
課
税
方
法
と
牧
伴
者
(
申



告
)
課
積
方
法
と
の
こ
が
あ
川
、
我
聞
は
此
二
方
法
を
並
用
し
、
芙
は
換
も
然
九
州
、
悌
も
大
暗
然
り
だ
が
、
此
に

H
F

日

て
は
印
紙
貼
用
法
を
も
併
せ
用
ゐ
る
。
特
に
源
泉
課
税
方
法
は
簡
単
で
あ
り
、
便
宜
に
適
ひ
、
費
用
も
少
〈
て
糟

仏
、
物
件
捕
捉
上
有
功
と
。
い
ふ
こ
と
も
あ
っ
て
、
共
知
か
ら
技
術
上
行
ひ
易
〈
又
一
臆
公
平
に
会
す
る
こ
と
も
符

る
の
で
、
共
行
ひ
得
る
限
り
之
を
採
る
の
は
己
砂
金
得
な
い
が
、
併
し
此
に
は
負
婚
が
債
務
者
へ
轄
蝉
せ
ら
れ
る

可
能
性

6
大
で
あ
り
、
債
樺
者
の
利
子
控
除
の
全
〈
行
は
れ
難
事
快
紺
も
め
り
、
用
品
進
課
税
の
杢
〈
行
は
れ
惑
い

出

と
い
ふ
こ
と
も
あ
り
、
又
源
泉
課
税
と
い
ふ
乙
と
自
身
行
ふ
て
却
々
に
煩
累
と
い
ふ
場
合
志
あ
り
て

(
例
之
.
私

人
間
の
貸
借
の
場
合
)
或
度
ま
で
申
告
課
税
を
用
ゐ
る
の
外
な
い
し
、
併
し
又
、
共
の
行
は
れ
易
手
相
場
合
に
は
之

に
よ
り

τ物
件
摘
慌

t
の
雑
貨
J
い
ふ
こ
と
が
、
見
様
じ
よ
り
じ
は
県
法
制
税
町
?
り
も
一
階
哲
一
裏
打
L
〈
レ
ム
め
で
、

敢
て
之
を
も
採
用
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
ω

此
暁
を
採
用
す
る
と
い
へ
ば
、
我
闘
の
採
る
所
の
も
の
は
大
瞳
‘

趨
掛
田
の
庭
置
と
し
て
可
い
。

ろ
共
他
の
方
法

山
全
部
を
批
判
骨
者
(
申
告
)
課
税
と
し
て
、
共
牧
得
者
の
資
本
利
子
を
課
積
物
件
と
し
て
、
共
大
小
に
よ
り

町

削

累
進
課
琉
密
行
ふ
方
法
、

1
1
1
比
に
て
は
債
植
者
の
負
債
利
子
控
除
も
行
は
れ
て
、
前
記
の
方
法
よ
り
色
一
一
暦
公

平
に
近
づ
く
こ
と
を
得
る
と
も
い
へ
る
。
併
し
共
れ
で
も
、
所
詮
、
共
人
の
17-

き
所
得
の
大
小
に
膿
じ
た
る
累
進

課
税
の
公
平
は
得
ら
れ
ぬ
し
、
他
の
卦
等
な
る
牧
盆
稜
(
地
租
、
管
業
牧
盆
枕
)
が
凡
べ
て
牧
得
者
課
税
で
あ

h
な

が
ら
矢
張
り
比
例
課
枕
に
て
廿
ん
A
V
る
以
上
は
、
此
暁
に
で
も
強
ゐ
て
英
人
の
会
き
利
子
所
得
を
拍
へ
て
共
に
果

資
本
利
子
税
に
就
き
て

第
三
十
九
巻

第
五
披
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資
本
利
子
枕
に
就
き
て

進
課
税
を
行
ふ
に
は
及
ぱ
ぬ
と
い
ふ
を
得
る
。

第
三
十
九
巻

第
五
務

占

ノ、

O 

又
、
か
か
る
杢
利
子
額
を
綜
合
す
る
の
方
法
令
-
採
れ
ば
、
自
ら
蓮

脆
を
多
か
ら
し
め
、
之
を
抑
止
し
ゃ
う
と
す
れ
ば
煩
用
舟
な
る
手
績
を
行
は
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
ゃ
う
ぷ
も
な
ら

F
る

を
得
ぬ
。

閉
会
部
、
源
泉
課
税
と
し
て
比
例
課
詑
に
で
甘
ん
中
る
方
法

l
ー
も
↓
の
方
法
で
は
め
る
。
印
ち
甲
種
利

子
の
み
な
ら
示
、

乙
種
利
子
伝
も
債
務
者
に
就
き
て
課
税
す
る
の
で
あ
る
。
勿
論
此
は
行
へ
ば
行
へ
る
。
併
し
此

に
よ
ち
で
も
乙
種
の
利
子
(
個
人
間
の
非
借
業
的
債
権
の
〉
の
如
き
は
矢
張
り
漣
脱
が
行
は
れ
易
い
し
、
又
、
此
of

債
務
者
に
て
取
る
よ
り
も
、
債
樺
者
に
で
取
っ
た
方
が
却
っ
て
取
り
日
現
〈
、

且
つ
滞
納
不
納
に
終
る
こ
と
の
少
い

と
い
ふ
こ
と
も
あ
る
か
ら
、
む
し
ろ
日
本
現
行
法
の
方
が
此
方
法
よ
り
も
勝
っ
て
居
る
や
う
に
思
は
れ
る
。
併
し

田

・

此
法
は
波
蘭
希
臓
に
行
は
れ
て
居
る
。

刷
会
部
を
牧
得
者
に
て
取
り
、
而
か
も
共
人
の
会
き
所
得
(
資
本
利
子
以
外
の
も
の
を
も
含
め
た
る
)
の
大

小
に
よ
ち
段
階
づ
け
た
る
累
進
率
を
共
資
本
利
子
額
に
適
用
す
る
の
方
法
|
|
此
方
法
は
閏
よ
り
別
に
、
我
閤
現

行
の
第
二
種
所
得
の
甲
種
を
藤
止
し
て
、
今
日
の
第
三
種
所
得
却
ち
箇
入
所
得
に
合
併
す
る
こ
と
を
前
提
す
る
。

か
〈
し
て
共
の
人
の
杢
き
所
得
の
大
小
に
臆
じ
た
る
具
謹
率
を
定
め
れ
ば
、
確
か
に
、
前
記
向
の
資
本
利
子
の
犬

小
に
よ
る
累
進
よ
り
も
一
層
公
平
課
税
の
目
的
に
は
合
ふ
。

た
Y
此
に
は
此
綜
A
口
課
税
共
も
の
に
仲
ふ
大
蓮
脆
の

危
険
が
あ
り
、
且
つ
此
資
本
利
子
に
つ
き
て
の
み
之
を
行
ふ
て
も
、
他
の
劃
等
耽
た
る
地
租
や
管
業
耽
盆
暁
に
も

之
と
周
様
の
方
法
を
諜
ら
ぬ
以
上
は
、
矢
張
り
穂
盟
系
内
部
に
於
て
不
均
衡
を
存
す
る
事
を
其
弱
結
左
し
な
け
れ

MolI， ebヒnda，Terhalle， a. a. O. S. 273 ・ Eheber~~:. a" :3.目 O.S. 103・
:>1011， ebenda. 
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ば
な
ら
ぬ
。

第
二
段

案

改

撞

の

ー

前
段
に
越
ぺ
た
る
本
粧
の
内
容
及
其
批
判
か
ら
本
税
を
改
造
す
る
必
要
の
有
無
、
其
必
要
あ
り
と
せ
ば
共
方
法

如
何
を
考
ふ
る
に
、
大
盟
、
地
租
管
業
耽
盆
暁
が
存
績
す
る
限
り
は
此
穂
色
亦
、
存
績
す
べ
き
も
の
な
る
こ
と
に

は
異
論
な
し
E
し
て
、
其
取
り
方
色
大
瞳
は
現
行
法
の
憶
に
し
て
置
く
こ
と
に
異
議
な
き
所
で
あ
る
。
た
三
、
共

に
つ
き
改
め
仁
き
は
左
の
如
き
志
の
で
め
る
。

い
共
税
率
の
高
さ
の
百
分
二
ば
、

h
u
し
ろ
百
介
十
又
は
共
以
上
に
も
引
上
げ
に
が
良
い
。

ベ
J

か
J

ヤ
し
て
科
ら
る
る
楠
欣
ス
の
組
嘗
な
る
一
部
は
、
之
を
圃
摩
か
ら
し
て
地
方
財
政
に
分
配
す
べ
き
も
の
と
す

f
l
 

忍
。

結

論

以
上
要
之
、
資
本
利
子
積
は
之
皆
様
止
す
べ
し
と
の
読
に
き
く
べ
き
も
の
が
な
い
で
も
な
い
が
、
共
が
特
に
経

済
上
に
理
由
あ
り
と
す
べ
き
で
あ
る
が
、
併
し
公
平
課
税
上
に
は
、
別
に
地
租
や
替
業
肱
盆
読
の
存
顧
す
る
限

b

は
、
営
然
、
此
積
も
な
か
る
べ
か
ら
中
で
め
り
、
共
積
質
が
、
牧
盆
祝
で
あ
り
、
物
税
で
め
b
、
直
接
耽
で
あ
る

こ
と
に
は
大
瞳
異
論
な
く
、
謀
稜
の
舟
法
も
大
瞳
現
肢
で
異
議
な
し
と
し
て
、
共
税
率
の
高
き
が
過
軽
だ
か
ら
、

之
を
ぱ
引
上
げ
、
共
培
牧
入
の
一
部
は
地
方
に
分
配
す
る
こ
と
に
す
各
の
が
良
い
と
認
め
る
。

資
本
利
子
税
に
就
き
て

第
三
十
九
巻

第
五
銭

山

ノ、
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